
資 料 １

北海道後期高齢者医療広域連合の事業実施概況

平成２３年 ７ 月

１ 被保険者の状況

(1) 被保険者数（２３年６月末現在） ６８３，８７８人（前年同月比２０，８７５人増）

(2) 増減内訳（２３年６月中の異動数） 人）（

転 入 生保廃止 年齢到達 そ の 他 計

本月中増

８２ ６７ ４，１５２ ４４５ ４，７４６

転 出 生保開始 死 亡 そ の 他 計

本月中減

９５ １９５ ３，３１１ ３３ ３，６３４

（人）（3）年齢区分別（２３年６月末現在）

区 分 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85～89歳 90～94歳 95～99歳 100歳～ 計

人 数 14,901 18,622 272,997 200,506 114,645 46,889 13,249 2,069 683,878

(2.18%) (2.72%) (39.92%) (29.32%) (16.76%) (6.86%) (1.94%) (0.30%) (100.00%)(構成率)

２ 短期被保険者証・被保険者資格証明書の交付状況（平成２３年７月１日現在）

(1) 短期被保険者証 ２１９件

(2) 被保険者資格証明書 ０件

（件）３ 平成２３年度における審査請求の状況（２３年６月末現在）

請求件数 取り下げ 却 下 認 容 棄 却 審 議 中

０（４１） ０（０） ０（１） ０（０） ０（３９） ０（１）

（カッコ内は平成２２年度の状況）

４ 平成２３年度の広報事業（実施状況及び今後の広報予定）

○ 実 施 状 況

項目 時期 内容

保険料、被災者の保険証の取扱・保険料・一部負担金の減免等につい
６月

市町村広報支援 て市町村広報誌用の原稿案を作成提供した。

７月 保険証の一斉更新について

６～７月 民放２社によるラジオスポットＣＭ（口座振替勧奨）を実施した。ラジオ スポットＣＭ

７月 制度周知リーフレットの点字版を作成した。点字リーフレット作成

保険証の一斉更新などの広報を道内主要５紙に新聞折込チラシ（Ｂ４
新 聞 折 込 ７月

判・両面カラー）により実施した。

○ 今後の広報予定

８月 医療費通知について
市町村広報支援

１月 医療費通知・高額介護合算療養費について

１月 高額介護合算療養費の申請勧奨などの広報を新聞折込で実施する。
新 聞 折 込

３月 保険料率の改定について新聞折込で広報する。

新 聞 広 告 ２月 保険料率の改定について新聞広告で広報する。

３月 平成２４年度版を作成し、市町村や医療機関窓口に備え付ける。制度周知リーフレット作成



 

 

医療費通知について 

（1）北海道厚生局からの技術的な助言について 

平成２３年１月２１日に、北海道厚生局が行った「技術的な助言」（※）において、

「医療費通知」に関して、次の点について助言がありましたので報告いたします。  

  ①全受診分に対して通知すること 

②通知回数については、年３回以上通知すること 

 

   ※技術的な助言 …  地方自治法第２４５条の４に基づき、国及び都道府県は、広域連合に対し、

適切と認める技術的な助言をすることができることとされている。 

 

（2）これまでの経過・現状について 

後期高齢者医療制度が施行される前の老人保健制度においては、道内市町村の大

半が年３回以上通知しておりました。これらのことを踏まえて、後期高齢者医療制

度においても、全受診者に対して、年３回通知することにしておりましたが、平成

２０年度に開催された運営協議会において、委員の多くから医療費通知について費

用対効果に疑問があるとの意見もあり、下記のとおり、平成２１年度以降に通知対

象者や通知回数について変更を行いました。  

 
■平成２１年度 全受診者 に通知し、通知回数を「年３回」から「年２回」に変

更 

 
 

■平成２２年度 通知回数「年２回」とし、希望者のみ

 

 

 

の通知に変更 

 

 

（3）平

道 市町村の動向を参考とし、今後、検討を行っていきたいと考えております。  

 

発  診 療 月  送月

1 月～６月  ９月  

７月～１２月  ３月  

診 療 月  発  送月

1 月～６月  ９月  
 

７月～１２月  ３月  
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成２３年度以降の通知方法について 

平成２３年度については、引き続き平成２２年度と同じ方法で通知をしたいと考

えておりますが、国からの技術的な助言がありましたので、平成２４年度以降の通

知方法について、改めて運営協議会委員の方々の意見を伺い、他都府県広域連合や

内
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被保険者証の一斉更新について      

 

 

 

１ 概要 

北海道後期高齢者医療広域連合の被保険者証の有効期限は２年であり、現在使用して

いる被保険者証が平成２３年７月３１日で期限切れとなることから、一斉に更新を行う

もの。 

 

２ 日程 

  各市町村から２３年７月中に発送交付を行う。 

   早い市町村で７月上旬から交付をしており、遅くとも７月３１日までに被保険者の手

元に届くように交付を行う。 

 

３ 更新件数 

  約６８万件 

   

４ 変更点等 

 ・表面の有効期限を平成２５年７月３１日に変更。 

 ・色（黄色地）については変更なし。 

 ・裏面に臓器提供意思表示欄を追加、上から臓器提供意思表示欄保護シールを貼ること

ができるように変更。 

 

５ 同封資料（別添） 

 (1) チラシ 

   ・「新しい保険証（被保険者証）をお渡しします」 

・「臓器提供に関する意思表示欄の記載について」 

(2) リーフレット 

・「後期高齢者医療制度」 

 

６ その他 

  減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）についても、被保険者証と同様に

平成２３年７月３１日で期限切れとなることから同時期に更新作業を実施。 

 ・「減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）をお渡しします」のチラシを同封 

 


	①事業実施概況 (H23.7).pdf
	②医療費通知について
	③被保険者証の一斉更新について

